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政
府
は
六
月
十
二
日
経
済
緊
急
対
策
を
発
表
し
、
同
日
各
界
の
協
力
を
求
め
、
六
月
十
九
日
労
組
代
表
の
協
力
を
要
請
し
、

六
月
十
二
日
よ
り
十
五
日
ま
で
関
西
の
財
界
及
び
労
組
に
協
力
を
懇
請
し
、
六
月
二
十
一
日
に
は
新
日
本
建
設
國
民
運
動
の

要
領
を
発
表
し
、
六
月
二
十
七
日
に
は
各
界
代
表
と
懇
談
す
る
と
か
、
更
に
食
糧
緊
急
対
策
を
決
定
し
、
こ
れ
を
政
令
に
よ

つ
て
発
表
せ
ら
れ
る
意
図
を
持
た
れ
て
い
る
等
、
組
閣
以
來
政
府
の
施
政
方
針
を
逐
次
迅
速
に
明
確
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。 

一
方
、
國
会
は
政
府
の
希
望
を
容
れ
て
六
月
四
日
よ
り
二
十
二
日
ま
で
休
会
し
、
二
十
四
日
よ
り
は
自
然
休
会
と
な
つ
て

い
る
が
、
政
府
の
重
要
な
る
施
政
の
方
針
は
、
残
念
な
が
ら
國
会
全
般
に
は
説
明
さ
れ
な
い
で
、
各
界
代
表
に
優
先
的
に
さ

れ
て
い
る
実
情
に
あ
る
こ
と
は
、
卒
直
に
申
し
て
國
会
の
立
場
を
輕
視
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
は
な
い
訳
に
は
い
か
な

い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
新
憲
法
下
の
内
閣
と
し
て
愼
重
な
る
考
慮
を
促
し
た
い
と
思
う
。 

此
の
こ
と
は
内
閣
の
行
政
上
の
措
置
で
あ
つ
て
、
違
法
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
経
済
緊
急
対
策
は
法
律
に
よ
つ
て

実
行
さ
れ
る
も
の
が
多
い
の
で
、
立
法
府
に
対
し
て
こ
そ
ま
ず
第
一
に
説
明
せ
ら
れ
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
信
ず
る
。
特 



 

四 
に
食
糧
緊
急
対
策
の
一
部
が
政
令
に
よ
つ
て
実
行
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
、
誠
に
遺
憾
に
た
え
な
い
次
第
で
あ
る
。 

國
会
議
員
は
自
他
と
も
に
許
す
國
民
の
代
表
で
あ
る
が
、
休
会
中
各
地
に
お
い
て
演
説
会
を
開
催
し
て
、
國
民
に
中
央
政

界
の
報
告
を
す
る
際
、
政
府
の
重
要
な
る
施
政
の
一
端
を
單
に
新
聞
や
早
耳
の
範
囲
で
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
、
民
主
政
治
の
た
め
残
念
に
思
う
の
で
あ
る
。
國
会
開
会
当
初
に
お
け
る
内
閣
総
理
大
臣
の
施
政
方
針
演
説
は
、
從
來
の

慣
行
で
あ
る
が
、
今
後
は
こ
の
よ
う
な
形
式
を
打
破
し
て
刻
々
の
施
政
方
針
を
で
き
る
だ
け
多
く
の
機
会
に
、
書
面
に
よ
り

又
は
、
会
合
を
利
用
し
て
、
國
会
全
般
に
明
瞭
に
さ
れ
る
こ
と
を
要
望
す
る
と
同
時
に
、
こ
れ
に
つ
い
て
内
閣
の
所
見
を
伺

い
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 




